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CAWネ ット・ニュース第 1号ができました。
梅雨のさなか、真夏のような暑さが続いていますが、皆様、いかがお過ごしでいらつしゃいます

か。3月 末にアジア女子労働者交流センターを閉じてから、ちょうど 3ヵ 月が過ぎました。私は 3

月末にCAWの プログラムで台湾に行き、事務局も大慌てで引越 ししました。それ以後、元センタ

ー事務局スタッフもそれぞれに忙 しく、CAWネ ット・ジャパンの活動になかなか着手できません

でしたが、ビデオ「捨てられた人形」や 15年史『 アジアに生きる女性たち』の注文や販売、講演、

原稿執筆、インタビュー、さまざまな問い合わせやCAWへ の対応などあり、皆で分担 してこなし

てきました。この度、皆様にようや くCAWネ ッ トニュース第 1号をお送 りすることができます。

すでに、多くの方々から資金カンパをいただいてお り、感謝の気持で一杯です。今後、CAWネ
ット・ジャパンとしてどんなことをしていきたいか。簡単に述べたいと思います。カンパだけでな

く、知力、労力、ご意見、アイデイア…、どんな形でもかまいません。アジアの働 く女性たちに関

心を持ちつづけ、つながつていたいというお気持ちだけでもけつこうです。これからもどうぞよろ

しくお願い致 します。  (2000年 7月 1日  CAWネ ット・ ジャパン 代表 :広木道子)

Wネット・ジャノくンの

1)CAWネットニュースの発行 :第 1号に続き、今年度中に 3回を予定。来年度から年 4回を目

標に取り組みます (ま だ、パソコンと格闘中です。手伝つてい

ただける方、募集中)。

a英文ニュースレターの発行 :年 2回を目標に,、 日本の女性労働者のこと、日本在住のアジ

アの女性たちのことなど、取り上げます。ご自分の職場のこと、

労働に関するさまざなことなど、情報や記事をお寄せ下さい。

3)CAW活動への参加と協力 :ア ジア地域の女性労働者のネットワークであるCAW(ア ジア

女子労働者委員会)の活動に参加し、協力しながら、日本と他

のアジア諸国の女性労働者運動をつなげていくことが、当面の

目的です。直接参加してみたい方は、ぜひご連絡下さい。

4)その他、資料提供、CAWその他海外グループからの― ル情報提供、講演、原稿執筆

なども行ないます。



豊かな経験持ち寄つた

東アジアの仲間たち
=CAW東アジア交流プログラム=

広 木 道 r

3月 26日 から31日 、台湾で CAW(ア ジア女子労

働者委員会)東アジアグノレープの交流プログラムが

開かれ、韓国、香港、台湾、日本から30数名が参

力日しました。         ・

このプログラムは、CAW力 ア`ジア地域全体で取

り組んでいる反グローバノイヒ・キャンペ‐―ンの一環

です。産業再編成によつて、大量の工場女性労働者

が失業し、ハイテク・情報化、サービス産業化時代

に、T_場を追われた女性たちが行き場を失つている

というのが、東アジアに共通した問題です。

もう 。つの問題は、そのような女性たちが得られ

る仕事は、パー ト、臨時、請け負い、日雇いなど、

雇用が不安定で、労働条件のより悪い職場に限られ

ているということです ,

各国の女性たちの取りla4
韓国では、韓国女性労働者会協議会 (― AU)

が 2年前に女性失業者のための活動センターを立ち

上げました。女性失業者の深刻な状況を社会にアピ

ールし、政府に抜本的な雇用対策を迫つています。

失業女性に対しては、カウンセリング、求人情報の

提供、職業訓練などのほか、女性たちが交流できる

広場や J/・ どもたちの勉強部屋を提供し、医療や教育

に関する生活援助を行なつています。政府に対する

要請行動の結果、高齢者家庭へのホームヘルパーの

派遣など女性の仕事が創られてきています。

香港は、中国への返還の直後からアジア諸国の通

貨危機に連動して不況に見舞われ、女 lJlたちはとく

に大きな影響を受けています。民営化が急速に進み、

公営住宅団地の清掃などは請け負い業者に回され、

女性たちはそこで日雇いで働きます)労災補償も有

給休暇もなく、賃金も低いのでかけもちパ‐―卜で長

時間労働をこなさなければなりません。そうした不

安定雇用の現場に、最近、中国本11から移住してく

る女性が増えてきました()彼女たちは、香港の住民

としての権利も保障もなく、ネ士会のもつとも底辺に

置かれていますが、香港の女性たちには、自分たち

の仕事を奪うライバルと感 じられます。香港女性労

働者協議会 (H― ADは、双方が理解し合い、一一

緒に活動できる道を開く努力をしています。

台湾で交流プログラムの受け入れを準備してく

れた女工団結生産線 (SnMめ は、産業再編で工場

閉鎖が相次いだ 10年ほど前に、反対運動を組織す

る中で設立されました。それとともに、デノ`― 卜や

サービス産業で働く女性たちの結婚・妊娠退職制、

アジア諸国からの移住労働者の人権、労災・職業病、

売買春などさまざまな問題に取り組んで来ました。

今回、台湾からはホワイ トカラーの女性たちがた

くさん参加しましたが、こオしもSRM岸 の働きかけ

によるものです。台湾政府は、Wro(世界貿易機陽
への加入の意志を表明し、銀行、証券、保険やマス

コミなどで企業合併の動きが日立ち始めました。こ

れに伴つて労働現場では、人員削減や正規労働から

派遣・契約労働への切り替え、労働強化などが起き

てきています。また、自動化、コンピュータ化が ‐

層進展し、労働イの雇用に影響を与えていま‐
九 グ

ローバノイヒという言葉が、これまで、比較的高学歴

で賃金水準も高く、安定した仕事と思つて働いてき

たホワイ トカラーの女性たちにも身近に迫ってきた

のです3

SRM浮 は、一緒に参加した澤田幸子さんのレポ

ー トにある「地区大学」の運営委員や講師の派遣も行

なつています。彼女たちの熱意と献身的な努力によ

つて、台湾の女性労働者の運動が大きく広がってい

ることに感動を覚えました。

これからの東アジア共同行動

最終日は、今後の活動について話し合いましたc

ニュースレターや Eメ ール、インターネットなどを

使つて情報交換をすることが大切ですが、言葉の壁

をどのように克服するか、東アジアにとつては最大

のテーマです。調査活動も必要G具体的に突つ込ん

だ話し合いをするためには、テーマをしばった訪問

交流活動が効果的、などの意見が出ましたが、これ

をもとに、側 が調整をすることになりました。

台湾に集まった東アジアの女性たち



台湾・女性たちの活動訪問 (1)

働 く人々に学ぶ機会を :

区民大学がオープン

澤 田 幸 子

台湾では、急速な経済成長の下、国民の高学歴化

志向が高まり、教育への思いは熱いものがあります。

しかし多くの労働者や女性たちは、学ぶ意欲はあつ

ても時間がなく、お金もチャンスも与えられず生き

てきました。そんな中、 1人の大学教授が、労働者

や I打民が自党的な主権者として知識を得る事は、社

会的財産である、そのために「社区 (区民)大学」

をつくろうと呼びかけました。

98年 1月 には、この構想を具体化する準備委員会

が作られ、世論を巻き込んで準備が進められました。

台北県知事も、県内に5つの社区大学を開設するな

ど、バックアップを約束:99年 10月 、他市に先駆

けて蔵り11市に麓荻社区大学がオープンしました。

蔵荻社区大学は、入学金
"0元

(約 600円 )、 学

費は 1単位 1000元 (鱒∞ 円)、 17週で 1単位が取れ

ます (台北市内の外資系の喫茶店で飲んだコーヒー

は約 100元 くらい)。

学びたい市民はだれでも入学できます。現在 38

講座、449名 が登録し、社会人・主婦が中心でその

うち女性が 70%、 30代から囀代が 77%になつてい

ます。一方、学校の教師陣は、大学教授や他の学校

で教えている教師もいますが、労働運動や社会運動

のリーダーがつとめたりしています。

ユニークで実践的な講座

講座は大変ユニークで、「性別と督会」「労働保険

資本」「人文。社会科学」「人間関係実験室」「自然科

学」等の学術部門と、「文化の表現と芸術」「生活知

恵蔵J等生活に密着した生活芸能部門、それにサー

クノイ舌動講座があります。

自分の生活体験を、台湾社会の変化と構造から再

認識できるように組まれ、難 しい法律をわかりやす

く説明し、女性が法律を『護身符』にできるように

したり、労働者がコミュニケーションや会話の理論

やテクニックを学んだりと、実技と理論を実践的に

学ぶというのが特徴になつています。

夕方、蔵荻社区大学を訪間すると、仕事帰りの労

働者や地域の人々が、すでに登校していましたc軽
食を取れるコーナーもつくられていて、買ってきた

お弁当を食べている人、授業の予習らしき事を行っ

ている人もいます。

いくつか電気がついている教室では、授業が始ま

つていて、教室から、発声練習が聞こえます。教師

を務めているのは、地域の労働者の集会などでもギ

ターを演奏しているソーさんです。リーさん|ま、自

分の歌う声を開いたことがないという年輩の女性た

ちに歌う喜びを教えたいと言いますっ彼女たちは、

大きな声で歌うことによつて、心を開き、みんなと

声を合わせることで、生きることに前向きになつて

いきます。この授業では、はじめは声が出せなかっ

た人たちが、自分の日常生活や労働などの体験を詩

にして曲をつけ、自分の歌をつくるまでになるモラ

です。CAWの会議に参加した私たちも、スペシャ

ルゲス トとして教室に招かれました。中高年の生徒

が初恋の思い出の歌を若い教師のリーさんに教えら

れている所にいくと歓迎の相手をうけ、私たちも、

自分たちの国の歌を歌つてお返ししました。

隣の教室では、フェミニズムや労働運動のリーダ

ーのワンさんが、女性の身体と性の講座をもつてい

ました。女性の妊娠や避妊・中絶・出産、また抑圧

された女性の性についてざっくばらんに話し合い、

太極拳などの柔軟体操の実技も行つていました

工場閉鎖で争議中のコウさんが教師を務める「大

自然恋愛」と書かれた教室では、恋の病いを解決す

る話かと思つて聞いてみると (それにしても、生徒

が全て中高年の女性なので、日本と同じように、離

婚や不倫がはやっているのかしらと勝手に思つてい

た)、 大自然を愛し、自然に親しみ、自然の生態や環

境を大切にすることを学び、学期末には皆で、自然

探索をするという授業でした。

区民大学を訪問し、台湾の女性労働運動の幅広さ

と、大きな夢を持って挑戦している女性オルガナイ

ザーの姿に暖かいものを感じ、私は、元気と勇気を

得ることができました。

地区大学の開設を喜ぶ女性たち



台湾・女性たちの活動訪間②

日系電子企業で

工場に篭城する女性たち

東菱電子は 1966年にラジオの生産から操業をは

じめた日系関連企業です。80年代には CDミ ニコン

ポやテレビゲームの製造、91年からはカラーデイス

プレイ 。モニター装置など、よリハイテクな電子機

器の製造・販売へと、台湾の電子産業の歴史をたど

ってきました。200人の州鞍野からはじめ、80イ冒t

の初期には工場も拡大して 3000人にまでなり、そ

の 7割は女性で、寄宿舎も完備していました。

90年代はじめ頃から、会社の経営が良くないとの

噂が広まり、工場の一部閉鎖や労働者の人員削減が

始まりました。労働者は会社を救おうと、賃金遅配

や欠配にもかかわらず必死で働きました。実際、海

外からの注文は多く、仕事もたくさんあったのです。

労働者が気づいたときには、社長は行方不明、工場

の土地・建物・機械は銀行の担保に入つていて、労

働者は身動きできなくなつていました。

会社の役員たちは、そのことが発覚する前に機械

を売つて逃げ出し、若い労働者は愛想をつかして他

に職を求めました。しかし、この工場でずつと働き

つづけるつもりでいた中高年労働者は、どこにも行

き場がなく、T_場が事実上閉鎖された 10カ月後の97

年 6月 、24人の労働者を核に自助グル‐―プを作り、

地域の労働者や組合に援助を求め、工場を拠点にし

て本格的にたたかいをはじめました。

工場に篭城する東菱電子労働者とその支援者たち

自助グルーープは、駅や労働省の甫れこ座り込んで世

論に訴えたり、賃金未払いなどで社長を告訴し、失

業保険を請求するなど法的措置を求める行動も起こ

してきましたが、会社が倒産の手続きをとつていな

いために、失業凩険さえ正式には受け取れない状況

です。今は、支援グノレ~プや労働組合に支えられな

がら、路上の食べ物屋、保険の外交員、タクシーの

運転手などで生計を立て、ここで生まれた子どもも

含め、24人が暮らしを共にしています。工場の買い

手が見つかるまで、ここでがんばるしかない、と自

助グループの女性委員長は明るく笑いました。

国際競争の激化の中で

日本アジア航空労組は

日本アジア航空労組の女性たちは、CAWのワー

クショップにも積極的に参加し、各国の女性たちの

状況に熱心に耳を傾けていました。労働組合を訪間

すると、男性は委員長だけで、6人の女性執行委員

がてきぱきと説明をしてくれました。3∞ 人の従業

員のほとんどは組合員で、その 8割は女性。地上勤

務と客室乗務員がほぼ半数ずつということです。

航空業は、最も国際競争の激しい業界の一つです。

中国が Vrro(世界貿易機鋤 に加入すると、他社の中

国への直行便が増え競争が激しくなるので、日本ア

ジア航空でもリストラが提案されるだろうと、彼女

たちは語つていました。

最近問題になつたことで、乗務員の深夜勤務があ

りました。台湾では女性の深夜業は原則禁」l。 飛行

機の乗務員でも、労働組合との協約と本人の合意が

必要です。あるとき、香港から非定期便の夜間飛行

を指示された女性がこのことを言うと戯 労を拒否

したわけではない
)、 帰国後解雇宣告を受けました。

労働省やマスコミに訴えて女性の解雇は撤回されま

したが、その後もいやがらせが続いています。

これまでは夜間飛行はしていないそうですが、夜

勤の導入は必至です。しかし、夜勤手当や休日保障

がきちんと整わないまま、一方的に深夜労働が導入

されないように、警戒しているとのことでした。

もう一つは、税金の問題です。会社は 10年前か

ら労働者の給与から7%を税金として天引きしてき

ました。国税局に問い合わせると、100%外国資本

の会社に働く乗務員は、税金を納める必要がないと

言うことでした。このことで会社 と交渉し、地上勤

務員とのバランスを考えて 3%の天引きということ

で合意したものの、乗務員がこれに反対し、裁判に

訴えて最高法院で会社が敗訴しました。会社は、3%
に合意した人からは 3%の天引きをし、訴訟を起こ

した人からは再び 7%を引いているそうです。もと

もと不法なことなのに、報復措置を取ることは許せ

ないと、女性たちは怒つています。絋 木道∋



職場 t・0セクシュアル リ ラヽスメント防止および

被害者保護のための法律調査

CAW(ア ジア女子労働者委員会)は、アジア各

国のネットワークグループを通して職場でのセクシ

ュアル・ハラスメント (セ クハラ)を防」11し 、その

被害者を保護する法律についての調査を行つた。こ

の調査は、女性に対する暴力、。とくに職場での暴力

が増加しているという前提に立っておこなわれたも

のである。文化的、宗教的、経済的な理由や恐怖心

のために、被害者は自ら被害を申し出て、助けを求

めないことが多い)調査は完全なものではないが、

アジアの国々での比較からいくつかの重要な点を浮

き彫りにしている (次ページに一覧表・仁田裕子).

各国のセクシユアメレ ラヽガ ンHつ定義

<香港>性差別禁止法によると、理性ある人が、不

快で恥ずかしいと感 じたり、威嚇と感 じるような望

まなしヽ性的行為であるc相手が望まなしヽ性的接近や

望まない特別な性的関係を求めることはセクハラで

ある。セクハラに関う
~る

法律では、男性に対しても

女性に対しても、直接的、間接的言動を行なうあら

ゆる人が対象となつている。

<イ ン ドネシア>道徳を規定している刑法 218
条では、性的欲求が相手に恥ずかしいと感じさせる

行為に言及 している。たとえば、性行為、女性の胸

に触ること、女性の私的な部分にさわること、腔や
ペニスをみせること、キスをするなどである。

<イ ンド>最高裁判所の指針では、セクハラとは、

相手が嫌がる直接的な性的行為やその意思を示すよ

うな行為である。D体 に触ったり、言い寄ったり

すること B)性的サービスを命令 したり、要求す

ること C)性的な色分けをすること D)ポルノを

見せること E)そ の他、相手が望まない性的言動

であるc

<日本>男女雇用機会均等法第21条では、雇用主

は`lt的な言動により起きる問題に配慮しなければな

らないと規定している。

<マ レーシア>職場でのセクハラを防 lLし根絶す

るための行動規範では、セクハラとは、相手が望ま

ない言葉上の、非言葉上の、日に見える形の、精神

的な、肉体的なあらゆる嫌がらせを意味しているc

l、 彼女または彼の採用が、性的条件上で行われた

と感じられる合理的な理由がある場合。

2、 被害者が、不愉快や恥ずかしさ、危険を感じる

ような合理的な理由がある場合cただし、彼女また

は彼の雇用には直接関係はないこと。

<ネパール>民法では、女性に対するセクハラとは
「男性が性的意図を1)っ て、妻以外の女性の体の一

部に触ること」と規定している。

<韓国>男女雇用平等法によると、「職場でのセク

ハラ」とは事業主、労働者、あるいは li司が他の労

働者に対して、職場での地位を利用したり、仕事に

関係することで、性的言動によつて採用の際に不利

益を与えたり、または性的嫌がらきをしたりするこ

とで雇用環境を悪化させることである(、

性1差別防 illと 救済法では、セクハラとは、仕事、

雇用、その他の関係において、雇用者と公共機関の

労働者がその地位を利用して、相手に・性的嫌がらせ

や侮辱を感 じさせたり、性的言動や性的要求を断つ

たことを理由に雇用上、不利益を与えることと規定

している。

<ス リランカ>憲法第 12条 1項と2項では、女性

が不快だと感じるいかなる言動もハラスメントと規

定している。

<タイ>労働者保護法では、雇用者や経営者、上司、

検査係の女性被雇用者や子供に対するセクハラを禁

止している。

2翻年キャン …ヾ→

今日本では、雇用されて働く女性 2000万人の、約半

数はパー ト、契約社員、派遣スタソフなど非正規雇

用者っこの数はますます増えつづけています。非正

規雇用者は、均等法や育児・介護休業法の権利から

りF除 され、賃金や労働条件の格差が拡大しています。

均等待遇を求めるキャンペーンにご賛同下さい。わ

かりやすいパンフレットや リーフレットありますЭ

ホームページ:Ш嘔ぬ堕饂.ne.jp/asahi/kinto/2000/



職場でのセクシュアル・ハラスメントから保護する法律調査

質問 香港 インドネシア インド 日本

職場でのセクハラを

防ぐ法律の有無

有 有 有 有

それは独立した法律

か、他の法律の一節か

独立した法律 他の法律の中の

一節

他の法律の中の

一節

他の法律の中の

一節

法律の名前 性差別禁止法 道徳を規定する

刑法第 281条

工場法、労働者補償

法、女性猥褻描写法

最高裁判所指針

男女雇用機会均等法

法律では通動や帰宅

途中のセクハラも考慮

されているか

，
否 道路や映画館、店、

公衆の面前など、公的

な場での行為にも適用

否 否

セタハラの犠牲者は

法律で保護されるか

特別の規定の有無

無回答 否 否 法律は雇用主の

責任にら、れてい

るのみ

職場でのセクハラ防

止条項があるか

有 盤
¨

缶
¨

缶
¨

法律を実行するため

の政府組織の有無

男女機会平等委員会 無 缶
¨

缶
¨

セクハラは犯罪か 違反の性質による 否 否 否

法律の遭反者の罰則

の最大と●71ヽは何か

裁申l所により

決められる

最大 :禁固 2年 6

ヶ月または4500
ルピアの罰金

規定されていない 規定されていない

被害者を支援する

政府機関の有無

有 缶
（

有 無

どのような公的機関

のサービスがあるか

談

援

相

支

調停、法的

シェルター

缶
¨

女性被害者への

相談、シェルター

無

政府のな臓化教育プロ

グラムの有無

有 霊
¨

有 缶
¨

現在の法律について 現在の法律では女性

労働者を保護 してい

いる。問題は実行の

しくみにある。また

男女機会平等委員会

は被害者の法的行動

に資金援助をしない

職場でのセクハラから

女性を守る法律が必要

最高裁判所指針は

包括的であるが

強制力を持つ必要

がある

違反者に対する罰則

が必要である

その他 霊
¨

缶
¨

雇用者と被雇用者に

意識向上が必要。女

性労働者の約 94%

を占める非組織部門

や農業部門はこの法

律が適用されない

女性はセクハラが人

権侵害と認識するよ

うになってきた。裁

判に訴えるケースも

増え、社会的関心も

高まっている



<調査 :ア ジア女子労働者委員会 (CAW)> CAWニ ュースレター 2000年 4月 号

マレーシア ネパール 韓目 スリランカ タイ

霊
¨

有 有 有 有

法律はないが独立した

規範

他の法律の中の一節 他の法律の中の一節 他の法律の中の一節 他の法律の中の一節

職場でのセクハラを防止

と根絶するための規範

民法 男女雇用平等法

性差別防止と救済法

憲法第 12条 1項と

2項

労働者保護法

否
・

否 否 否 否

規範は雇用者のセクハラ

を防止する責任にら、れて

いるのみ

被害者は裁判所や該

当する機関に苦情を

申し立てることが可

無回答 無回答 無回答

雇用者にセクハラ防止の

指針を示している

無 有 盤
¨

缶
¨

缶
¨

缶
¨

女性問題大統領諮問委

員会、男女雇用平等委

缶
ヽ

缶
¨

否 犯罪の性質によリヨ聘鑓α)有無 否 否 否

犯罪の性質により罰則

の形や性質が決まる

最小 :1ル ピーと日

禁固、最大 :500

ルピーと禁固 1年

雇用主の過失や防止策

を怠る場合、 300万

～500万ウォンの罰金

最小 :3年

最大 :10年

規定されていない

無回答 霊
¨

有 有 盤
¨

缶
¨

缶
¨

弁護士費用を含む法的

費用を援助

相談、シェルター 相談

無回答 毎
¨

缶
¨

無回答 霊
¨

独立した法律ではなく

指針であり、雇用主がめ

ったに実行しない規範に

すぎない

セクハラから女性労

働者守るために適切

な独立した法律が

必要である

法律はあるが、違反者

を罰することは、簡単

ではない。違反者を

罰するために法律を

強化する必要がある

現在の法律の実行上

欠点があるので独立

した法律が必要であ

る

法律は 1998年 8

月に施行されたので

その影響や欠点をあ

げるのは、まだ早す

ぎる

缶
¨ 社会の軽蔑と汚名を

おそれ、セクハラの

被害は表には表れな

い。NGOや民間の

団体による効果的な

プログラムが必要

缶
¨

缶
¨

セクハラはまだ個人

の問題と考えられて

おり、被害者は裁判

に訴えようとはしな

い

7



のハノンプで

″θノ‐ダ糠   (フイノと切

日本ではトリンプとして知られている女性用肌着

メーカー、 トライアンフ・インターナショナルは、

スイスに本社を置く多国籍企業です。1886年 ドイツ

南部で、コルセットの製造から始まったそうですが、

今では世界中に35,600人 の労働者を雇い、そのうち

タイとフィリピンには 1,60()人が働いています。

そのフィリピントリンプエ場で、労働争議が起き

ています。昨年の労働協約改定交渉で、労働組合は

向う3年間、日給 180ペ ソ(約 540円)の賃上げを要

求しました〔)交渉の過程で、組合は 140ペ ソ、 100

ペソと妥協してきたにもかかわらず、会社は当初か

ら主張してきた45ペ ソを譲らないため、H月 18H、

組合はストライキに入りました。

会社は、97年以来のアジア諸国の経済危機にもか

かわらず、毎年好調に収益をのばしていまづ■ 会社

の言い分は、フィリピンの労働者の賃金は高すぎて、

中国やベ トナムなどの周辺諸国と競争できないと言

うものです。たしかに、賃金のみを比較すれば高い

Eメー/1/。 Eメ‐ル・ Eメール・ Eメール・ Eメ ー77・ Eメー7●・

タイ     では

効 浄

タイ・クリアン・デュラブル社では、3年に 1度

の労働協約改訂をめぐって、会社が交渉を拒否して

いるため、170Cl人 の労働者が工場を占拠しています。

労働組合の要求は、

1)1日 当たり8～ 10バーーツ(1バーツ=約 3.5円 )の

賃上げ)

2)毎年すべての労働者にボーナスを払う(2ヵ 月

程度)。

3)雇用と福利に関する条件を今後も維持する。

タイ・デュラブル・デキスタイル社r,1、 タイ最大

の繊維工場でした。93年に 3000人 の労働者のうち

376人の肖1減計画を発表し、これに反対した組合の

リーダーを解雇するなど、労使紛争を経て、94年に

ある企業グループに買収されました。98年の株の大

暴落で、会ネIJま香港系の幸人に引き渡されま lンた()

製品の 3割は欧米諸国に輸出され、従業員は 1888

のですが、フィリピンの生活コス トの11昇は労働者

の暮らしを層:迫 していますc政府が公表した 1日 の

イL計費は 484ペ ソ。それに対しトリンプの労働者の

平均賃金は309ペ ソにすぎませんひ

ちなみに、オランダで 31ユーロで売られているブ

ラジャ‐1枚につき、労働者に払われている賃金は、

0.39ユーロ、つまり1割弱です。

会社は、労働者の要求に応えるどころか、:I場閉

鎖をほのめかしています。2月 22日 、政府は司法権

を行使して、24時間以内にイ11事場に戻るよう労働者

に命令を出しましたc しかし労働者はこれを無視し

たため、会社は放水やこん棒で労働者を殴るなどし

て労働者のビケットをこわし、100人以上の労働者

にけがをさせました:ら その上、妊婦 1人を含む 8人

が拘留されたのです。

3月 4日 、組合は労働者の職を守るため、組合員

に職場復帰を促 しましたcしかしそれを機に会社は

20人の組合リーダーを停職処分にしました。フィリ

ピンでは停職処分は解雇と同じです。本来の労働者

の要求は何一つ解決しないまま、組合は壊滅させら

れ、会社の労働者支配は一層強化されようとしてい

ますt(CAWか らの I]メ ーノL/1

Eメ■ル・Eメー/p.Eメ ール・Eメール・Eメ ‐ル・Eメール・

人、ほとんどが中高11の熱 、で、15イ 11以 11働いてい

る人もいます3

深刻な経済不況の間、労働者は賃上げも要求せず、

有給休暇も無給にして会社に協力してきましたが、

ようやく業績も安定してきたため、組合は労働協約

改訂を機に労働条件の改善を中し入れたのでした。

会社は、賃金やボーナスは会社の裁量により決定

し、交渉の余地はないと主張し、工場の一部閉鎖ま

で言い出しましたЭ会社は暴力団を雇い、労働者が

座り込んでいるところに/f■

‐
を投げたり、ガスを噴射

したりして労働者を攻撃しています。

労働組合は、労使の暴力的な衝突を避けるために、

会社Jま労使交渉に応じるべきであり、労働組合の交

渉権は、労働法に明記されたものであることを主張

し、労働省に対しても行動を起こしています。(CA
WからのEメ ーノめ

このニュースは、タイ トルを石川真穂さん、記事を

仁田裕子さん、澤田幸子さんと広木道子が担当しま

した。どなたで1)参カロできます。会計は、引き続き
′lヽ池息子さんが担当しています。


